
令和２年 第８回  ふじみ野市農業委員会総会議事録 
 

招 集 日 時 令和２年８月２５日 開会場所 ふじみ野市役所３階Ａ３０２会議室 
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議 事 参 与（説明者） 書   記 

     本 橋 直 人 
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  上記会議の結果を記載し、その相違なきを証するためここに 

 署名します。 

 

 

 

 

              令和２年８月２５日 

 

 

    議  長                  印 

 

    署名委員                  印 

 

    署名委員                  印 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 ふじみ野市農業委員会会長は、令和２年８月２５日、午後 

１時３０分、ふじみ野市役所３階Ａ３０２会議室に農業委員

会を招集した。 

日程第１ 

 

議  長 

 

 議長は午後１時３０分、委員の過半数が出席したので、開 

会を宣言した。 

日程第２ 議  長  議事録署名委員に２番・３番委員を指名する。 

日程第３ 

 

 

 

 

 

 

日程第４ 

 

 

 

 

 

 

日程第５ 
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事 務 局 

議  長 

全 委 員 
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事 務 局 

議  長 

全 委 員 

議  長 

議  長 

 

 

事 務 局 

議  長 

２番委員 

事 務 局 

日程第３、報告第２２号、農地法第３条の３第１項の規定に

よる権利取得の届出に関する件１件を報告します。 

事務局に報告書の朗読を求めます。 

報告書朗読。 

質疑を求めます。 

なし。 

報告案件ですので、報告第２２号について終了します。 

日程第４、報告第２３号、農地法第４条第１項第８号の規定

による農地転用届出に関する件４件を報告します。 

事務局に報告書の朗読を求めます。 

報告書朗読。 

質疑を求めます。 

なし。 

報告案件ですので、報告第２３号について終了します。 

日程第５、報告第２４号、農地法第５条第１項第７号の規定

による農地転用届出に関する件１件を報告します。 

事務局に報告書の朗読を求めます。 

報告書朗読。 

質疑を求めます。 

小学校の敷地内で工事を行うのか。 

小学校敷地内の放課後児童クラブの建て替え工事を行いま 
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すが、新設する場所に隣接する擁壁が老朽化しているので、そ

の建て替え工事を行うために、届出地を借りて工事用地として

一時転用することが目的です。 

他に質疑はありますか。 

なし。 

報告案件ですので、報告第２４号について終了します。 

日程第６ 議案第１６号 農地法第３条の規定による許可

申請に関する件、１件を議題とします。 

案件について、事務局から議案の朗読及び説明を求めます。 

議案書朗読、説明。 

受人は富士見市勝瀬在住で、現在は富士見市内を中心に１

２，９６０㎡の農地を所有しており、その内ふじみ野市内にも

駒林字土橋に２，１９３㎡を所有する等、熱心に農業経営を行

っており、３条申請の５，０００㎡以上の下限面積要件を満た

しています。 

今回は作付面積を増やして農業経営規模を拡大するための

申請です。 

受人の夫は富士見市農業委員を８年間務めていた方で、現在

は主に農業経営に携わっています。 

また、受人長男夫妻はまだ本格的に農業に従事していません

が、特殊車両を運転する免許を取得済で、将来的には農業経営

を引き継ぐ予定です。 

申請地には購入後、２年位は緑肥作物を栽培して土づくりを

行い、その後は枝豆、ブロッコリー等を作付けする計画です。 

受人は農地法第３条第２項各号には該当しないため、許可要

件の全てを満たすと考えています。 

また、受人宅を訪問して、農業機械の所有状況について確認、

経営状況についても聞き取りを行いました。 
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この案件について、現地調査を行った委員さんから説明をお 

願いします。 

８月１７日に３番委員、事務局２人の４人で現地調査を行 

いました。 

 現地はきれいに耕運されていたので、特に問題は無いと思い

ます。 

地元委員さんは何かありますか。 

 現地報告のとおり、トラクターで耕運されていた状態です。 

 また、畑の一角に車が２台駐車していたので農協に確認する

と、売買するまでには砂利を撤去して受人に引き渡す予定との

ことでした。 

質疑はありますか。 

 なし 

質疑がないようでしたら、案件について承認してもよろしい 

ですか。 

異議なし。 

異議なし賛成により、議案第１６号につきましては原案のと 

おりに許可することに決定します。 

議案第１６号について終了します。 

日程第７ 議案第１７号 農地法第５条第１項の規定によ

る許可申請の取消に関する件、１件を議題とします。 

案件について、事務局から議案の朗読及び説明を求めます。 

議案書朗読、説明。 

 ５月総会で転用目的は調剤薬局の申請で審議がされ、６月１

６日付けで許可が下りた案件で、同じく５月総会に審議され６

月１６日付けで許可が下りた受人の夫が開業予定のクリニッ

クに併設する調剤薬局として受人が開業する予定でした。 
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しかし、受人は東京都文京区で小学校１年生、幼稚園年少、

１歳の子供の３人の育児を行っていますが、コロナ禍の影響の

ため休校等により子供の在宅時間が増加しており、また夏休み

の予定や学校行事も流動的な状況であり、実家は福井県なので

両親が育児の面倒を見るのが難しい状況です。 

また、受人夫は現在、別の病院で発熱外来を担当しており、

コロナ感染者の患者も担当しているため、夫から家族内感染が

起きた場合は調剤薬局の運営にも影響が出る可能性があるの

で、夫と協議した結果、５条申請許可を取り消すことにしまし

た。 

なお、夫はクリニックの開業には近くに薬局が開業するのが

望ましく、他に薬局の開業ができる方にお願いしたいと考えて

おり、既に事業計画を継承される方は見付かっているとのこと

です。 

 質疑はありますか。 

 なし 

質疑がないようでしたら、案件について承認してもよろしい 

ですか。 

異議なし。 

異議なし賛成により、議案第１７号の案件につきましては原 

案のとおり県知事に進達します。 

議案第１７号について終了します。 

日程第８、議案第１８号 農用地利用集積計画の利用権設定

について、１件を議題とします。 

案件について、事務局から議案の朗読及び説明を求めます。 

議案書朗読、説明。 

借人は受人から相対で農業用ハウスを借りて花卉の栽培を 
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行っていましたが、将来的にも借り続ける予定のため、農地利

用集積計画の利用権設定を１０年の期間で設定するための申

請です。 

この案件について、現地調査を行った委員さんから説明をお 

願いします。 

８月１７日に２番委員、事務局２人の４人で現地調査を行い 

ました。 

 農業用ハウスはきれいに管理され農業経営を行っているの

で、特に問題は無いと思います。 

地元委員さんは何かありますか。 

借人は貸人の亡くなった息子の妻の実家です。 

息子の妻も農業経営に携わっており、農業用ハウスの周りは 

除草し管理され、ハウスでは花卉の栽培が行われています。 

 質疑はありますか。 

 なし 

質疑がないようでしたら、案件について承認してもよろしい 

ですか。 

異議なし。 

異議なし賛成により、議案第１８号の案件につきましては原 

案のとおりに決定します。 

議案第１８号について終了します。 

日程第９、議案第１９号 生産緑地に係る農業の主たる従事

者についての証明について１件を議題とします。 

案件について事務局に議案の朗読及び説明を求めます。 

議案書朗読、説明。 

生産緑地法では買取申出できる条件として、生産緑地に指定

されてから３０年が経過した場合、農業の主たる従事者が死亡

した場合、及び農業の主たる従事者に農業従事を不可能とさせ
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る故障が生じた場合の３つがあり、本案件は主たる従事者の死

亡によるものです。 

今後の流れについて、主たる従事者証明について承認される

と、買い取り申出者は市に対して買い取り申出を行い、市が公

園及び緑地等として買い取りしない場合は農業委員会へ斡旋

の申出を行い、希望が無い場合は生産緑地が解除されます。 

この案件につきまして、現地調査を行った委員さん、説明を

お願いします。 

８月１７日に３番委員、事務局の３人で現地調査を行いま 

した。 

 畑は耕運されており特に問題は無いと思います。 

地元委員さんは何かありますか。 

現地はきれいに管理されているので問題は無いと思います。 

質疑はありますか。 

なし 

質疑がないようでしたら、この案件について承認してもよろ

しいですか。 

異議なし。 

異議なし賛成により、この案件につきましては、承認するこ

とに決定します。 

議案第１９号について終了します。 

日程第１０、議案第２０号、生産緑地取得斡旋についての件、

１件を議題とします。 

案件について事務局に議案の朗読及び説明を求めます。 

議案書朗読、説明。 

６月の総会で生産緑地の主たる従事者証明についての議案

にて審議した案件です。 
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審議後に買い取り申出者は市に対して買い取り申出を行い

ましたが、市が買い取りを希望しないため、生産緑地法第１３

条の規定に基づき市から農業委員会へ斡旋の依頼がありまし

た。 

質疑を求めます。 

なし。 

質疑が無ければ、９月８日までに生産緑地の買取希望申出が

ありましたら事務局まで連絡をお願いします。 

議案第２０号について終了します。 

本日の報告並びに議案全てについて、慎重審議していただき 

ましてありがとうございました。これをもちまして、令和２年

第８回ふじみ野市農業委員会総会を閉会とさせていただきま

す。 

（終了 午後２時４分） 

 


